
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

経営支援特別融資
（新型感染症・物価高
騰対応枠）

新　型　感　染　症 ・
物 価 高 騰 等 対 策
伴 走 支 援 型 資 金

6,000万円

相談窓口：秋葉区役所産業振興課　商工観光係

日

本

政

策

金

融

公

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）
融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び娯
楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
（別枠の新型コロナウイルス感染症対策は、上記推薦要件に加えて最近１ヵ月
間の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む）の平均売上高が前５年のいず
れかの年の同期と比較して５％以上減少している又はこれと同様の状況にある
方、および債務負担が重くなっている方。※据置期間は運転・設備とも５年以
内となります。）
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1.20％
別枠：0.70％（当初3年間）
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新型コロナウイルス
感 染 症 特 別 貸 付

1.5％～2.2％
据置3年以内、
保証料補助あり

１億円
※「新型コロナ
ウイルス対策伴
走支援型資金」
のご利用がある
場合、これを除
いた額　　　　

１０年以内
運転
設備
借換

融資期間が
3年以内 1.15%
3年超～ 5年以内 1.35%
5年超～ 7年以内 1.55%
7年超～10年以内 1.75%

別枠　
8,000万円

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、一時的な業況悪化を来してい
る方であって、要件のいずれかに該
当し、かつ中長期的に業況が回復し、
発展することが見込まれる方

２０年以内
２０年以内

運転
設備 基準金利

1.18%～2.30%
無担保、据置は5年
以内






































令和６年１月20日現在

（　　　　　）

生活や仕事の悩み、こころの健康、借金に関する相談などに
弁護士・保健師・薬剤師・こころの健康に関する相談員などの
多職種による相談が受けられます。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

※３月1５日は、午後のみ薬剤師（服薬相談）及び新潟ＩＰＣ財団職員（経営相談）
　による相談にも対応します。

ホームページは
こちらから ➡

< ご予約・お問合せ：新潟市保健衛生部こころの健康センター >

予約専用電話 ０２５－２３２－５５７０
（受付時間…平日 午前8時30分～午後5時15分）

〇相談会は、新潟市総合福祉会館にて、
　毎月第3金曜日午後5：30～午後8：30
　定例開催しています。

日    程 会    場
３月1５日（金）※
午前１０時30分～
　　　　　　午後７時30分

３月26日（火）
午後1時～午後5時

木戸健康センター
（東区下木戸1-4-1 東区役所2階）

新潟市総合福祉会館
（中央区八千代1-3-1）

　100事業所（有効回答数95社、回答率95％）

　2023年10～12月期実績 及び 2024年1～3月期の見通し

全業種の業況判断ＤＩ値がマイナスである中、建設業は売上高・資金繰りがプラスと

なっているが、仕入単価や業況がマイナスとなっている。

全業種で共通している問題点としては、「需要の停滞」と「人件費の増加・圧迫」であり、

次に多かったのが「原材料費・人件費以外の経費増加」。サービス業では主に「人件費の

増加・圧迫が最も多く」、小売り・卸売・製造業では「需要の停滞」が顕著となっている。

建設業では「原材料費・人件費を含めた経費増加」が特に目立った。

価格高騰による企業活動への影響については「影響が継続している」という回答が65％

で、2023年7月～9月と比べて横ばいの割合となっている。この状況が続く中で、設備投

資の実施は今期では「ＯＡ機器」が最も多く、次いで「車両運搬具」の導入が多かった

模様。

ＤＩ値

(3) 2024.2.6 vol.875

　決算申告相談会は、近年の税制改正等で相談者の増加に加えe-Taxの電子申告等
に対応するため、昨年度より決算申告相談会の日程を２月５日(月)から３月８日(金)
までの土日祝日を除く毎日開催することと致しました。
　例年、３月は申告相談が大変混み合い担当職員が対応できない場合もありますの
で、お早めにご予約をお願い致します。
□日　時：２月５日(月)～３月８日(金)　※土日祝日を除く
□時　間：９：００～１２：００／１３：００～１６：００
　　　　　※予約時間可能時間は、9:00・10:30・13:00・14:30（1人：１時間30分）
□会　場：新津商工会議所３Ｆ
□持参書類等  ・決算書や月別総括集計表（分かるところは全て記入して下さい）
                （みんなの青色申告を利用の方は使用中のノート型パソコン又は 
                  当該年度のバックアップファイル）
              ・前年度の決算書及び所得税確定申告書控え
              ・控除証明書類（社会保険料や生命保険料等）
              ・申告者の方のマイナンバーカード又は通知カードのコピーと身分
                証明書（運転免許証等）のコピー
              ・扶養や配偶者控除等を受ける方のマイナンバーがわかるメモ
              ・利用者識別番号や予定納税などが記載された「お知らせハガキ」
                とパスワードがわかるメモ

　昨年１０月からインボイス制度が始まりました。免税事業所でインボイス制度に

登録された事業所では消費税の申告が必要になります。

　当所では、例年より消費税相談会の日数を増やし開催致します。お早めにご予約

をお願い致します

□日　時：３月２１日(木)・２２日(金)・２５日(月)

□時　間：９：３０～１２：００／１３：００～１６：００　※予約は30分単位

□持参書類等 ・２年前（令和３年分）の決算申告書。

             ・令和５年分の決算申告書。本則課税の方は税区分のわかる書類。

             ・申告者の方のマイナンバーカード又は通知カードのコピーと身分

               証明書（運転免許証等）のコピー

             ・利用者識別番号や予定納税などが記載された「お知らせハガキ」と

               パスワードがわかるメモ

      ※所得税、消費税申告相談につきましては、若干の手数料をいただきます。

        予めご了承ください。

      ※税理士関与の方又は法人の方はご遠慮ください。

      ・昨年の決算申告書を当商工会議所を通じて提出した人や税理士関与の人、

       e-Tax送信で提出した人などへは申告書・決算書は送付されません。

        予定納税など必要な情報を記載した「お知らせのハガキ」または「お知らせ

        通知」が送付されますので、その通知をご持参下さい。

ご愛読ありがとうございます

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL
FAX

0250（22）2015
0250（22）2050

㈱新潟日報サポート
新津支店

NIC新津


